
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
号

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
及
び
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬

事
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
前
に
、
薬
事
法
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬

品
、
同
法
第
十
四
条
の
九
第
一
項
の
届
出
を
行
っ
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
認
証

を
受
け
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
際
、
薬
事
法
第
十
四
条
若
し
く

は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
認
証
の
申
請
を
し
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ

っ
て
、
承
認
又
は
認
証
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十

九
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
告
示
の
適
用
後
に
、
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
若
し
く
は
同
法
第
二
十
三
条

の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
し
、
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
届
出
を
行
お
う
と



す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で

の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
基
準

第
一
条
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に

、
「
第
二
条
第
十
三
項
」
を
「
第
二
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
「
、
使
用
者
」
の
下
に
「
（
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品

の
使
用
に
関
し
て
専
門
的
知
識
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

」
を
加
え
、
「
第
三
者
（
」
を
「
第
三
者
（
当
該
」
に
、
「
あ
た
っ
て
第
三
者
の
」
を
「
当
た
っ
て
」
に
、
「
及
ぼ
す

場
合
に
限
る
」
を
「
受
け
る
者
に
限
る
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
合
理
的
に
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
、
製
造
及
び
包
装
」
を
「
及
び
製
造
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
寿
命
」
を
「
有
効
期
間
」
に
改
め
、
同
条
中
「
寿
命
」
を
「
有
効
期
間
」
に
、
「
使
用
条
件

下
に
お
い
て
」
を
「
使
用
条
件
の
下
で
」
に
改
め
、
「
負
荷
を
受
け
」
の
下
に
「
、
か
つ
、
製
造
販
売
業
者
等
の
指
示



に
従
っ
て
適
切
に
保
管
さ
れ
」
を
加
え
、
「
又
は
使
用
者
若
し
く
は
」
を
「
、
使
用
者
及
び
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
意
図
さ
れ
た
有
効
性
は
、
起
こ
り
う
る
副
作
用
を
上
回
る
」
を
「
既
知
又
は
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る

全
て
の
危
険
性
及
び
副
作
用
は
、
通
常
の
使
用
条
件
の
下
で
、
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
低
減
さ
れ
、
当
該
体
外
診

断
用
医
薬
品
の
意
図
さ
れ
た
有
効
性
と
比
較
し
た
場
合
に
受
容
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
前
章
の
要
件
を
満
た
す
ほ
か
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
生
体
組
織
及
び
」
を
削
り
、
「

検
体
」
の
下
に
「
及
び
分
析
物
（
生
体
組
織
、
細
胞
、
体
液
及
び
微
生
物
等
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
適
合
性
」
を

「
不
適
合
性
に
よ
る
性
能
の
低
下
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
七
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
な
ら
な
い
。
」
の
下
に
「
特
に
発
が
ん
性
、
変
異
原
性
又
は
生
殖
毒
性

を
有
す
る
物
質
に
は
特
別
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五

項
中
「
、
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
」
を
削
り
、
「
危
険
性
を
」
の
下
に
「
、
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
」
を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
三
者
（
」
を
「
第
三
者
（
当
該
」
に
、
「
あ
た
っ
て
第
三
者
に
対
す
る
」
を
「
当
た
っ
て
」

に
、
「
場
合
に
限
る
。
」
を
「
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
に
、
「
又
は
軽
減
」
を
「
又
は
低
減
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
曝
露
」
を
「
曝
露
」
に
、
「
軽
減
」
を
「
低
減
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を

ば
く

次
の
よ
う
に
改
め
る
。



２

製
造
販
売
業
者
等
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
組
み
込
ま
れ
た
動
物
由
来
の
組
織
、
細
胞
及
び
物
質
（
以
下
「
動

物
由
来
組
織
等
」
と
い
う
。
）
の
処
理
、
保
存
、
試
験
及
び
取
扱
い
に
お
い
て
、
患
者
、
使
用
者
及
び
第
三
者
に
対

す
る
最
適
な
安
全
性
を
確
保
し
、
か
つ
、
ウ
イ
ル
ス
そ
の
他
の
感
染
性
病
原
体
対
策
の
た
め
、
妥
当
性
が
確
認
さ
れ

て
い
る
方
法
を
用
い
て
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
除
去
又
は
不
活
化
を
図
る
こ

と
に
よ
り
安
全
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
に
当
た
り
ウ
イ
ル
ス
そ
の
他
の
感
染
性
病
原
体

が
必
要
な
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
そ
れ
ら
の
除
去
若
し
く
は
不
活
化
に
よ
り
性
能
が
低
下
す
る
体
外
診
断
用
医
薬

品
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
組
み
込
ま
れ
た
ヒ
ト
由
来
の
組
織
、
細
胞
及
び
物
質
（
以
下
「
ヒ
ト
由
来
組
織
等
」
と
い

う
。
）
は
、
適
切
な
入
手
先
か
ら
入
手
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
製
造
販
売
業
者
等
は
、
ド
ナ
ー
又
は

ヒ
ト
由
来
の
物
質
の
選
択
、
ヒ
ト
由
来
組
織
等
の
処
理
、
保
存
、
試
験
及
び
取
扱
い
に
お
い
て
、
患
者
、
使
用
者
及

び
第
三
者
に
対
す
る
最
適
な
安
全
性
を
確
保
し
、
か
つ
、
ウ
イ
ル
ス
そ
の
他
の
感
染
性
病
原
体
対
策
の
た
め
、
妥
当

性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
方
法
を
用
い
て
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
除
去
又
は
不

活
化
を
図
り
、
安
全
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
に
当
た
り
ウ
イ
ル
ス
そ
の
他
の
感
染
性
病

原
体
が
必
要
な
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
そ
れ
ら
の
除
去
若
し
く
は
不
活
化
に
よ
り
性
能
が
低
下
す
る
体
外
診
断
用

医
薬
品
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
第
五
項
中
「
使
用
前
に
滅
菌
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
包
装
は
、
微
生
物
汚
染
の



危
険
性
を
最
小
限
に
抑
え
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
包
装
は
、
滅
菌
方
法
を
考
慮
し
た

適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４

製
造
販
売
業
者
等
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
組
み
込
ま
れ
た
微
生
物
由
来
組
織
等
（
微
生
物
由
来
の
細
胞
及
び

物
質
）
は
、
微
生
物
由
来
組
織
等
の
処
理
、
保
存
、
試
験
及
び
取
扱
い
に
お
い
て
、
患
者
、
使
用
者
又
は
第
三
者
へ

最
適
な
安
全
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
製
造
販
売
業
者
等
は
、
ウ
イ
ル
ス
及
び
そ
の
他
の
感
染
性
病
原
体

対
策
た
め
、
妥
当
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
方
法
を
用
い
て
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
そ
れ

ら
の
除
去
又
は
不
活
化
を
図
り
、
安
全
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
に
当
た
り
ウ
イ
ル
ス
そ

の
他
の
感
染
性
病
原
体
が
必
要
な
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
そ
れ
ら
の
除
去
若
し
く
は
不
活
化
に
よ
り
性
能
が
低
下

す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

滅
菌
状
態
又
は
特
別
な
微
生
物
学
的
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
包
装
が
破
損
又
は

開
封
さ
れ
な
い
限
り
、
販
売
時
及
び
製
造
販
売
業
者
等
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
条
件
で
輸
送
及
び
保
管
す
る
時
に
当
該

状
態
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
設
計
、
製
造
及
び
包
装
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

滅
菌
状
態
又
は
特
別
な
微
生
物
学
的
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
妥
当
性
が
確
認
さ

れ
て
い
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
状
態
に
す
る
た
め
の
処
理
が
行
わ
れ
た
上
で
製
造
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
滅
菌

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
九
条
の
見
出
し
中
「
製
造
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

体
外
診
断
用
医
薬
品
が
、
他
の
体
外
診
断
用
医
薬
品
、
医
療
機
器
そ
の
他
の
装
置
等
と
併
用
さ
れ
る
場
合
は
、
当

該
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
当
該
装
置
等
が
安
全
に
接
続
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
併
用
に
よ
り
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品

及
び
当
該
装
置
等
の
性
能
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
三
項
中
「
で
き
る
よ
う
」
を
「
で
き
る
よ
う
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「

に
接
触
し
て
」
を
「
と
と
も
に
」
に
改
め
、
「
使
用
さ
れ
る
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
物
質
に
曝
露
し
、
又
は
こ
れ
ら

ば
く

の
物
質
と
併
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
意
図
す
る
性
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
な
較
正
が
安
全
に
実
施
で
き
る
よ
う
設
計
及

び
製
造
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
の
使
用
上
の
制
限
事
項
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
添
付
す
る
文
書
（
第
十
一
条
に
お
い
て
「
添
付

文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
（
第
十
四
条
に
お
い
て
「
添
付
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
そ
の
使
用
に
当
た
っ
て
患
者
、
使
用
者
及
び
第
三
者
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
に

当
た
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
性
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
に
生
じ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
性
が
、
合
理



的
か
つ
適
切
に
除
去
又
は
低
減
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
及
び
製
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

物
理
的
及
び
人
間
工
学
的
特
性
に
関
連
し
た
傷
害
の
危
険
性

二

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
意
図
さ
れ
た
使
用
目
的
に
お
け
る
人
間
工
学
的
特
性
、
人
的
要
因
及
び
そ
の
使
用
環
境

に
起
因
し
た
誤
使
用
の
危
険
性

三

合
理
的
に
予
測
可
能
な
外
界
か
ら
の
影
響
又
は
環
境
条
件
に
関
連
す
る
危
険
性

四

通
常
の
使
用
条
件
の
下
で
、
曝
露
さ
れ
た
物
質
、
液
体
又
は
ガ
ス
と
接
触
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
危

ば
く

険
性

五

物
質
が
偶
然
に
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
侵
入
す
る
危
険
性

六

検
体
を
誤
認
す
る
危
険
性

七

研
究
又
は
治
療
の
た
め
に
通
常
使
用
さ
れ
る
他
の
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
と
相
互
干
渉
す
る
危
険

性
第
十
条
の
見
出
し
中
「
測
定
値
」
を
「
測
定
又
は
診
断
機
能
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
適
切
な
科
学
的
及
び
技
術
的
方
法
に
基
づ
い
て
、
そ
の
性
能
が
使
用
目
的
に
合
致
す
る

よ
う
に
、
設
計
及
び
製
造
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
感
度
、
特
異
性
、
正
確
性
に
係

る
真
度
及
び
精
度
（
反
復
性
、
再
現
性
を
含
む
。
）
並
び
に
既
知
の
干
渉
要
因
の
管
理
及
び
検
出
限
界
に
適
切
な
注

意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
性
能
特
性
は
、
製
造
販
売
業
者
等
が
設
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
有
効
期
間



の
範
囲
内
又
は
使
用
期
限
に
お
い
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
二
項
中
「
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
」
を
「
利
用
可
能
な
標
準
的
測
定
方
法
又
は
高
次
の
標
準
物
質

を
用
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
照
射
」
を
「
放
射
」
に
改
め
、
「
第
三
者
」
の
下
に
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
に
当

た
っ
て
放
射
線
被
曝
の
危
険
性
が
あ
る
者
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
放
射
線
被
曝
が
合
理

ば
く

的
、
か
つ
」
を
「
放
射
線
被
曝
が
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
」
に
、
「
設
計
」
を
「
、
設
計
」
に
改
め
、
同
条
第
三

ば
く

項
中
「
取
扱
説
明
書
」
を
「
添
付
文
書
」
に
、
「
放
出
」
を
「
放
射
」
に
、
「
据
付
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
被
曝
を
可
能
な
限
り
軽
減
」
を
「
被
曝
を
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
低
減

ば
く

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
が
、
障
害
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
水
準
又
は
潜
在
的
な
危
害
が
生
じ
る
水
準
の
可
視
又
は
不
可

視
の
放
射
線
を
放
射
す
る
場
合
、
放
射
す
る
放
射
線
の
特
性
及
び
線
量
を
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
適
切
に
制
御

又
は
調
整
で
き
る
よ
う
設
計
及
び
製
造
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
視
覚
的
表
示
又
は
聴
覚
的
警
報
を

合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
性
能
評
価
」
の
下
に
「
及
び
臨
床
性
能
試
験
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
薬
事
法
」
を

「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。



２

体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
臨
床
性
能
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
及
び
医
薬

品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
安
全
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
応
じ
て
必
要
と
さ
れ
る

試
験
成
績
及
び
デ
ー
タ
そ
の
他
の
記
録
に
よ
り
継
続
的
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
自
己
検
査
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
の
下
に
「
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
う
ち
、
そ
の
使
用

に
当
た
り
専
門
的
な
知
識
を
必
ず
し
も
有
し
な
い
者
が
使
用
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
「
当
該
自
己
検
査
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
扱
い
中

、
」
を
「
使
用
、
」
に
、
「
取
扱
い
中
（
検
体
を
取
り
扱
う
場
合
に
限
る
。
）
」
を
「
使
用
」
に
、
「
お
け
る
誤
使
用

の
」
を
「
当
た
っ
て
、
使
用
者
が
誤
使
用
す
る
」
に
、
「
可
能
な
」
を
「
合
理
的
に
実
行
可
能
な
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
に
は
」
を
「
に
つ
い
て
は
」
に
、
「
可
能
な
場
合
」
を
「
実
行
可
能
な
限
り
」
に
改
め
、
「
、
使
用
に
当
た

っ
て
」
を
削
り
、
「
含
め
て
」
を
「
定
め
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
添
付
文
書
等
に
よ
る
使
用
者
へ
の
情
報
提
供
）

第
十
四
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
製
造
販
売
さ
れ
る
際
に
、
使
用
者
の
体
外
診
断
用
医
薬
品

に
関
す
る
訓
練
及
び
知
識
の
程
度
を
考
慮
し
、
当
該
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
添
付
文
書
等
に
よ
り
、
製
造
販
売
業
者

名
、
安
全
な
使
用
法
及
び
そ
の
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
使
用
者
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に



提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
械
的
危
険
性
に
対
す
る
配
慮
）

第
十
二
条

体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
動
作
抵
抗
、
不
安
定
性
及
び
可
動
部
分
に
関
連
す
る
機
械
的
危
険
性
か
ら
、
患

者
、
使
用
者
及
び
第
三
者
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
に
当
た
っ
て
機
械
的
危
険
性
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
防

護
す
る
よ
う
設
計
及
び
製
造
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
可
動
部
分
に
起
因
す
る
危
険
性
又
は
破
壊
、
分
離
若
し
く
は
物
質
の
漏
出
に
起
因
す
る

危
険
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
、
適
切
な
仕
組
み
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。


